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(57)【要約】
【課題】充電装置の形態によらず車両盗難を抑止するこ
とが可能な車両盗難防止装置を提供すること。
【解決手段】バッテリ１６からの電力供給によりモータ
を駆動して走行する電気自動車に搭載される車両盗難防
止装置１０である。車両盗難防止装置１０のバッテリ制
御部１３は、バッテリ１６への充電を行なう充電装置２
０と車両（差込口）とが充電ケーブル４０にて接続され
てコンセント入と判定した場合は、不揮発性記憶装置１
４に盗難車情報が記憶されているか否かを確認する（Ｓ
３０、Ｓ３１）。そして、不揮発性記憶装置１４に盗難
車情報が記憶されてないと判定した場合は自車両が盗難
車でないとみなしてバッテリ１６への充電を許可し（Ｓ
３２、Ｓ３３）、盗難車情報が記憶されていると判定し
た場合は自車両が盗難車であるとみなしてバッテリ１６
への充電を禁止する（Ｓ３２、Ｓ３７）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリからの電力供給によりモータを駆動して走行する車両に搭載される車両盗難防
止装置であって、
　自車が盗難車であることを示す盗難車情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段にて受信した前記盗難車情報を記憶する記憶手段と、
　前記車両に設けられ前記バッテリへの充電を制御するものであり、前記記憶手段に前記
盗難車情報が記憶されているか否かを判定し、前記記憶手段に前記盗難車情報が記憶され
ていないと判定したときは前記バッテリへの充電を許可し、前記記憶手段に前記盗難車情
報が記憶されていると判定したときは前記バッテリへの充電を制限するバッテリ制御手段
と、
を備えることを特徴とする車両盗難防止装置。
【請求項２】
　前記車両の現在位置を検出する位置検出手段と、前記受信手段にて前記盗難車情報を受
信したか否かを判定し、前記受信手段にて前記盗難車情報を受信したと判定したときは、
前記車両の現在位置を示す位置情報を外部局に送信する送信手段と、を備えることを特徴
とする請求項１に記載の車両盗難防止装置。
【請求項３】
　前記バッテリへの充電を行なう充電装置と前記車両とが充電ケーブルにて接続されたか
否かを判定する接続判定手段を備え、
　前記送信手段は、前記接続判定手段にて接続されたと判定されたとき、前記記憶手段に
前記盗難車情報が記憶されているか否かを判定し、前記記憶手段に前記盗難車情報が記憶
されていると判定したときは、前記車両の現在位置を示す位置情報を外部局に送信するこ
とを特徴とする請求項２に記載の車両盗難防止装置。
【請求項４】
　前記バッテリ制御手段は、前記バッテリへの充電を禁止することで充電を制限すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の車両盗難防止装置。
【請求項５】
　前記バッテリ制御手段は、前記バッテリへの充電を一定量のみ許可することで充電を制
限することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の車両盗難防止装置。
【請求項６】
　前記バッテリ制御手段は、前記車両に設けられた前記バッテリにつながる充電経路を遮
断することによって前記バッテリへの充電を制限することを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか一項に記載の車両盗難防止装置。
【請求項７】
　前記バッテリ制御手段は、前記バッテリへの充電を行なう充電装置に対して、前記バッ
テリへの充電制限を要求する制限信号を送信することで、前記バッテリへの充電を制限す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の車両盗難防止装置。
【請求項８】
　前記記憶手段と前記バッテリ制御手段とが正規の対応関係にあるか否かを監視する監視
手段を備え、前記バッテリ制御手段は、前記監視手段にて正規の対応関係にないと判定さ
れた場合、前記バッテリへの充電を制限することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか
一項に記載の車両盗難防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気自動車の盗難を防止する車両盗難防止装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気自動車の盗難を防止する装置の一例として、特許文献１に開示された車両盗
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難防止装置があった。
【０００３】
　この車両盗難防止装置は、電気自動車に設けられるバッテリユニット、車両の所有者の
自宅やガソリンスタンドに設けられる充電装置、盗難防止管理会社などに設けられるもの
であり、ネットワークを介して充電装置に接続される認証装置及び監視装置などを備える
。
【０００４】
　充電装置は、バッテリユニットが接続された際、バッテリユニットから取得した車両の
利用者ＩＤ、及び自身が記憶している充電装置が設けられる充電場所情報をネットワーク
を介して認証装置に送信する。認証装置は、利用者ＩＤと充電場所情報に関するデータベ
ースを有しており、充電装置から利用者ＩＤと充電場所情報を受信すると、そのデータベ
ースを用いて認証を行う。その結果、認証装置は、認証されれば充電許可信号を充電装置
に送信し、認証されなければ充電不許可信号を充電装置に送信する。
【０００５】
　この充電不許可信号を受信した充電装置は、盗難信号と共に利用者ＩＤ、充電場所情報
をネットワークを介して監視装置に送信する。監視装置では、盗難信号と共に利用者ＩＤ
を受信すると、受信した利用者ＩＤが盗難届けが出されている利用者ＩＤと一致するか否
かを判断する。そして、受信した利用者ＩＤが盗難届けが出されている利用者ＩＤと一致
すると判断した場合は、盗難車両であるとして、充電場所信号に基づいて盗難車両の場所
を特定する。
【０００６】
　また、充電不許可信号を受信した充電装置は、充電制御部から電源に対して充電開始信
号を出力せず、充電を開始しない。このため、たとえば、バッテリを搭載した車両が盗難
車である場合に、バッテリに対して充電を行わないようにすることができる。
【０００７】
　このように、この車両盗難防止装置では、充電装置から盗難信号が送信された場合に、
監視装置において利用者ＩＤおよび充電場所を把握することができる。したがって、車両
が盗難された場合に、その車両に対して充電を行わないようにすることができるとともに
、盗難された車両の場所を把握することができるので、好適に盗難防止を図ることができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１５７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、特許文献１に開示されるように、認証装置及び監視装置とネットワークを
介して接続されている充電装置では、盗難車両に対する充電の阻止や、盗難車両の位置を
把握することができる。
【００１０】
　しかしながら、電気自動車の普及に伴い充電装置が普及するにつれて、ネットワークに
参加していない充電装置が増加することも考えられる。このような場合、特許文献１に開
示された車両盗難防止装置においては、充電装置が認証装置及び監視装置とネットワーク
を介して接続されていなければ、盗難車両に対する充電の阻止や、盗難車両の位置の把握
を行なうことができない。つまり、特定の充電装置でしか盗難車両に対する充電の阻止や
、盗難車両の位置の把握を行なうことができないことになる。
【００１１】
　さらに、利用者ＩＤごと車両を盗難された場合、認証装置では認証されてしまい、盗難
車両に対する充電の阻止や、盗難車両の位置の把握を行なうことができない可能性もある
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。
【００１２】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、充電装置の形態によらず車両盗難を
抑止することが可能な車両盗難防止装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の車両盗難防止装置は、
　バッテリからの電力供給によりモータを駆動して走行する車両に搭載されるものであっ
て、
　自車が盗難車であることを示す盗難車情報を受信する受信手段と、
　受信手段にて受信した盗難車情報を記憶する記憶手段と、
　車両に設けられバッテリへの充電を制御するものであり、記憶手段に盗難車情報が記憶
されているか否かを判定し、記憶手段に盗難車情報が記憶されていないと判定したときは
バッテリへの充電を許可し、記憶手段に盗難車情報が記憶されていると判定したときはバ
ッテリへの充電を制限するバッテリ制御手段と、を備えることを特徴とするものである。
【００１４】
　このように、車両に設けられる記憶手段に盗難車情報を記憶することによって、車両に
設けられる車両盗難防止装置自身で盗難判定を行うことができる。つまり、車両に設けら
れるバッテリ制御手段は、記憶手段に盗難車情報が記憶されているか否かによって盗難判
定を行うことができる。そして、このバッテリ制御手段が記憶手段に盗難車情報が記憶さ
れていると判定したときはバッテリへの充電を制限することよって、充電装置の形態によ
らず、つまり、ネットワークなどに接続されている（参加している）充電装置などに限ら
ず、バッテリへの充電を制限することができる。よって、車両盗難を抑止することができ
る。つまり、盗難車両の継続的な使用を抑制することができる。
【００１５】
　また、請求項２に示すように、車両の現在位置を検出する位置検出手段と、受信手段に
て盗難車情報を受信したか否かを判定し、受信手段にて盗難車情報を受信したと判定した
ときは、車両の現在位置を示す位置情報を外部局に送信する送信手段とを備えるようにし
てもよい。
【００１６】
　このようにすることによって、盗難車情報を受信したときの車両の位置を外部局に知ら
せることができるので好ましい。
【００１７】
　また、請求項３に示すように、バッテリへの充電を行なう充電装置と車両とが充電ケー
ブルにて接続されたか否かを判定する接続判定手段を備え、
　送信手段は、接続判定手段にて接続されたと判定されたとき、記憶手段に盗難車情報が
記憶されているか否かを判定し、記憶手段に盗難車情報が記憶されていると判定したとき
は、車両の現在位置を示す位置情報を外部局に送信するようにしてもよい。
【００１８】
　このようにすることによって、バッテリの充電を行おうとしているときの車両の位置、
つまり、充電場所を外部局に知らせることができるので好ましい。また、上述のように、
このような状況においては、バッテリへの充電が制限されているので、この充電場所から
車両を移動させることは難しい。従って、盗難された車両が探しやすくなるので好ましい
。
【００１９】
　また、請求項４に示すように、バッテリ制御手段は、バッテリへの充電を禁止すること
で充電を制限するようにしてもよい。また、請求項５に示すように、バッテリ制御手段は
、バッテリへの充電を一定量のみ許可することで充電を制限するようにしてもよい。この
ように、バッテリへの充電を一定量のみ許可することによって、盗難された車両の継続的
な使用を抑制しつつ、充電場所における充電装置の近辺から移動させることができる。よ
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って、他の車両の邪魔になることを抑制することができる。
【００２０】
　また、バッテリ制御手段は、請求項６に示すように、車両に設けられたバッテリにつな
がる充電経路を遮断することによってバッテリへの充電を制限するようにしてもよいし、
請求項７に示すように、バッテリへの充電を行なう充電装置に対して、バッテリへの充電
制限を要求する制限信号を送信することで、バッテリへの充電を制限するようにしてもよ
い。
【００２１】
　また、請求項８に示すように、記憶手段とバッテリ制御手段とが正規の対応関係にある
か否かを監視する監視手段を備え、バッテリ制御手段は、監視手段にて正規の対応関係に
ないと判定された場合、バッテリへの充電を制限するようにしてもよい。
【００２２】
　このようにすることによって、記憶手段やバッテリ制御手段が不正に付け替えられた場
合に充電を禁止させることができるので好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態における車両盗難防止装置１０を含むシステムの概略構成を
示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるセンター３０側の盗難車情報登録時の処理動作を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態における車両盗難防止装置１０の盗難車情報受信時の処理動
作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態における車両盗難防止装置１０の充電開始時の処理動作を示
すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態におけるセンター３０側の位置情報受信時の処理動作示すフ
ローチャートである。
【図６】本発明の変形例における車両盗難防止装置１０の充電時の処理動作を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００２５】
　本実施の形態における車両盗難防止装置１０は、バッテリ１６からの電力供給によりモ
ータ（図示省略）を駆動して走行する電気自動車（本発明の記載の車両に相当するもので
あり、以下、単に車両とも称する）に搭載され、この電気自動車の盗難を抑止するもので
ある。換言すると、バッテリ１６からの電力供給により駆動する電気モータのみを動力発
生源として推進する電気自動車（本発明の記載の車両に相当）に搭載され、この電気自動
車の盗難を抑止（盗難車による継続的な使用を抑制）するものである。
【００２６】
　なお、バッテリ１６は、車両外部（充電装置２０）から電力供給を受けて充電できるも
のである。また、車両は、車両の外部に露出可能な位置に設けられるものであり、バッテ
リ１６を充電する際に、充電ケーブル４０の先端に設けられたプラグ（図示省略）が差し
込まれる差込口（図示省略）が備えられるものである。さらに、差込口とバッテリ１６と
をつなぐ充電経路を遮断、連結するリレー（図示省略）なども備えられる。
【００２７】
　図１に示すように、この車両盗難防止装置１０は、通信装置（車両側）１１、アンテナ
（車両側）１２、バッテリ制御部１３、不揮発性記憶装置１４、ＧＰＳ(GlobalPositioni
ng System)１５などを備える。
【００２８】
　通信装置（車両側）１１は、アンテナ１２を介して、車両の外部に設けられたセンター
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３０（アンテナ（センター側）３２を介して通信装置（センター側）３１）と双方向通信
が可能な通信機器である。この通信装置（車両側）１１及びアンテナ１２は、例えば、携
帯電話やＤＣＭ（Data Communication Module）などを採用することができる。この通信
装置（車両側）１１は、後ほど説明する自車が盗難車であることを示す盗難車情報をセン
ター３０から受信したり（受信手段）、ＧＰＳ１５にて測位された位置情報をセンター３
０に送信したりする（送信手段）。
【００２９】
　より具体的には、通信装置１１は、盗難車情報を受信したか否かを判定し、盗難車情報
を受信したと判定したときは、位置情報をセンター３０に送信する。さらに、通信装置１
１は、後ほど説明するようにバッテリ１６への充電を行なう充電装置２０と車両（差込口
）とが充電ケーブル４０にて接続されたと判定されたとき、後ほど説明する不揮発性記憶
装置１４に盗難車情報が記憶されているか否かを判定し、盗難車情報が記憶されていると
判定したときは、位置情報をセンター３０に送信する。なお、位置情報をセンター３０に
送信する際には、車両番号など自車両の識別番号と共に送信する。
【００３０】
　なお、このように、本実施の形態においては、位置情報をセンター３０に送信する例を
採用するが、本発明は位置情報をセンター３０に送信しない構成であっても目的は達成で
きるものである。
【００３１】
　バッテリ制御部１３は、本発明のバッテリ制御手段に相当し、バッテリ１６への充電を
制御するものである。このバッテリ制御部１３は、バッテリ１６の蓄電量を検出して所定
の蓄電量（例えば、バッテリ１６が蓄電できる最大量又は、ユーザに指示された量）とな
るようバッテリ１６への充電量を制御するほか、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記
憶されているか否かを判定し、盗難車情報が記憶されていないと判定したときはバッテリ
１６への充電を許可し、盗難車情報が記憶されていると判定したときはバッテリ１６への
充電を制限する。具体的には、バッテリ制御部１３は、このリレーを制御して充電経路を
連結、遮断することによって、バッテリ１６への充電を許可、制限する。つまり、本実施
の形態では、バッテリ制御部１３は、盗難車情報が記憶されていると判定したときはバッ
テリ１６への充電を禁止することで充電を制限する。
【００３２】
　なお、バッテリ１６の蓄電量が所定の蓄電量（例えば、バッテリ１６が蓄電できる最大
量又は、ユーザに指示された量）となるようバッテリ１６への充電量を制御する際には、
充電を開始してからの経過時間などに基づいても制御することもできる。
【００３３】
　さらに、バッテリ制御部１３は、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されたか否
かを判定する。つまり、バッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を行なう充電装置
２０と車両（差込口）とが充電ケーブル４０にて接続されたか否かを判定する（接続判定
手段）。なお、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されたか否かを判定する構成と
しては、特に限定されるものではなく、機械的又は電気的なスイッチなどによって構成す
ることができる。
【００３４】
　なお、バッテリ制御部１３は、通信装置１１にて盗難車情報を受信したときや、不揮発
性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されていることを確認したとき、車両に設けられた報
知装置（図示省略）にて自車両が盗難車であることを運転者（車両を盗難した者）及び車
両外部の少なくとも一方に対して報知するようにしてもよい。このようにすることによっ
て、車両が走行できなくなった場合に、この車両が故障で走行できなくなったのではなく
、盗難車であるためバッテリ１６が充電されずに走行できなくなったことがわかるので好
ましい。
【００３５】
　不揮発性記憶装置１４は、本発明の記憶手段に相当し、通信装置（車両側）１１にて受
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信した盗難車情報（盗難フラグ）やＧＰＳ１５にて算出された位置情報などを記憶するも
のであり、電気的にデータ消去が可能なＥＥＰＲＯＭやフラッシュＥＥＰＲＯＭなどを採
用することができる。
【００３６】
　ＧＰＳ１５は、ＧＰＳアンテナ、ＧＰＳ受信機（共に図示省略）などを備え、車両の現
在位置を検出するものである（位置検出手段）。ＧＰＳ１５は、複数のＧＰＳ衛星から発
せられるＧＰＳ信号を受信して、受信したＧＰＳ信号を用いて車両の現在位置を測位する
。また、ＧＰＳ１５は、測位した現在位置を示す位置情報を通信装置１１に出力する。な
お、通信装置１１にＧＰＳが搭載されている場合は、そのＧＰＳを採用することもできる
。上述のように、本発明は位置情報をセンター３０に送信しない構成であっても目的は達
成できるものである。従って、位置情報をセンター３０に送信しない構成の場合は、ＧＰ
Ｓ１５は必要ない。
【００３７】
　充電装置２０は、図１に示すように、充電ケーブル４０が電気的に接続されるコンセン
ト部２１と、バッテリ１６へ供給する電力を蓄電している電源２２と、電源２２によるバ
ッテリ１６に対する充電を制御する充電制御部２３などを備える。なお、本実施の形態に
おいては、この充電装置２０は、車両のバッテリ１６に対して充電ができる構成であれば
、従来技術のようにネットワークに参加している必要などはなく、構成や充電方法（形態
）なども特に限定されるものではない。
【００３８】
　センター３０は、本発明の外部局の一例であり、例えば、ユーザから盗難届け（以下、
盗難車情報登録とも称する）のあった車両（盗難車）を管理する盗難車管理センターを採
用することができる。なお、本実施の形態においては、本発明の外部局としてセンター３
０（盗難車管理センター）を採用するが、本発明はこれに限定されるものではない。例え
ば、自宅のパソコンや携帯電話なども採用することができる。
【００３９】
　センター３０は、図１に示すように、通信装置（センター側）３１、アンテナ（センタ
ー側）３２、情報管理装置３３、盗難車情報データベース（盗難車情報ＤＢ）３４などを
備える。通信装置３１は、アンテナ３２及び車両に設けられたアンテナ１２を介して車両
に設けられた通信装置１１と双方向通信が可能な通信機器である。通信装置３１は、情報
管理装置３３からの指示に基づいて、盗難届けのあった車両に対して盗難車情報を送信す
る。
【００４０】
　また、情報管理装置３３は、オペレータなどによって操作されるコンピュータなどから
構成されるものであり、ユーザからの盗難届けや車両盗難防止装置１０から送信される位
置情報などに基づいて、盗難車情報データベース（図面及び以下の説明においては、盗難
車情報ＤＢとも記載する）３４を更新する。この盗難車情報ＤＢ３４には、ユーザから盗
難届けのあった車両の車両番号などの識別番号、この車両が盗難車であることを示す盗難
車情報、この車両の位置情報などが対応付けて記憶されている。
【００４１】
　なお、外部局として、自宅のパソコンや携帯電話などを採用した場合は、盗難された車
両の車両盗難防止装置１０に対して盗難車情報を送信する機能、盗難された車両の車両盗
難防止装置１０から位置情報を受信できる機能、その位置情報を表示できる機能を備える
ものであればよい。
【００４２】
　このように、本実施の形態における車両盗難防止装置１０は、センター３０と共に構成
することによって、電気自動車の盗難を抑止する盗難防止システムと換言することができ
る。
【００４３】
　ここで、図２～図５に基づいて、本実施の形態における車両盗難防止装置１０及びセン



(8) JP 2011-183839 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

ター３０の処理動作に関して説明する。
【００４４】
　まず、図２及び図３に基づいて、本実施の形態における車両盗難防止装置１０及びセン
ター３０の盗難車情報登録時の処理動作を示すフローチャートである。なお、図２に示す
フローチャートは、ユーザから盗難車情報登録があったときにスタートする。また、図３
に示すフローチャートは、所定時間毎にスタートする。
【００４５】
　図２のステップＳ１０では、センター３０の情報管理装置３３は、ユーザから盗難車情
報登録があると、ＤＢ（盗難車情報ＤＢ３４）を更新する。つまり、センター３０の情報
管理装置３３は、盗難車情報ＤＢ３４に対して、盗難届けのあった車両の車両番号と、そ
の車両が盗難車であることを示す盗難車情報を登録することで、盗難車情報ＤＢ３４を更
新する。
【００４６】
　図２のステップＳ１１では、センター３０の情報管理装置３３は、アンテナ３２を介し
て通信装置３１から盗難届けのあった車両に対して盗難車情報を送信する。このとき、セ
ンター３０の情報管理装置３３は、盗難届けのあった車両の車両番号を盗難車情報ＤＢ３
４に登録してあるので、この車両番号に基づいて盗難車情報を送信することで、盗難届け
のあった車両に対して盗難車情報を送信することができる。なお、盗難届けのあった車両
に対して盗難車情報を送信する構成に関しては、特に限定されるものではない。例えば、
車両番号と共に、車両側の通信装置１１のメールアドレスを盗難車情報ＤＢ３４に登録す
るようにしておくことによっても、盗難届けのあった車両に対して盗難車情報を送信する
ことができる。
【００４７】
　一方、図３のステップＳ２０では、車両盗難防止装置１０の通信装置１１は、センター
３０（通信装置３１）から盗難車情報を受信したか否かを判定する。そして、盗難車情報
を受信（受信手段）したと判定したときは自車両が盗難車であるとみなしてステップＳ２
１へ進み、盗難車情報を受信してないと判定したときは自車両が盗難車でないとみなして
処理を終了する。
【００４８】
　図３のステップＳ２１では、車両盗難防止装置１０の通信装置１１は、盗難車情報を受
信したときの車両の現在位置を知らせるために、ＧＰＳ１５を用いて、自車両の現在位置
を測位する。そして、図３のステップＳ２２では、車両盗難防止装置１０の通信装置１１
は、受信した盗難車情報と、ＧＰＳ１５が測位した現在位置を示す位置情報とを不揮発性
記憶装置１４に記憶（保存）する（記憶手段）。さらに、図３のステップＳ２３では、車
両盗難防止装置１０の通信装置１１は、この位置情報を車両番号と共にセンター３０に送
信する（送信手段）。
【００４９】
　そして、図２のステップＳ１２では、センター３０の情報管理装置３３は、通信装置３
１にて車両盗難防止装置１０から位置情報を受信したか否かを判定し、位置情報を受信し
たと判定した場合はステップＳ１３へ進み、位置情報を受信してないと判定した場合はス
テップＳ１２での判定を繰り返す。つまり、情報管理装置３３は、位置情報の受信待ちを
する。このとき、所定時間位置情報が受信できないと処理を終了するタイムアウトを設け
てもよい。
【００５０】
　また、図２のステップＳ１３では、センター３０の情報管理装置３３は、ユーザから位
置情報を受信すると、ＤＢ（盗難車情報ＤＢ３４）を更新する。つまり、センター３０の
情報管理装置３３は、盗難車情報ＤＢ３４に対して、既に登録してある車両の車両番号に
対して、受信した位置情報を登録することで、盗難車情報ＤＢ３４を更新する。
【００５１】
　このように、車両盗難防止装置１０は、盗難車情報を受信したか否かを判定し、盗難車
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情報を受信したと判定したときは、車両の現在位置を示す位置情報をセンター３０に送信
することによって、盗難車情報を受信したときの車両の現在位置をセンター３０に知らせ
ることができるので好ましい。
【００５２】
　次に、図４及び図５に基づいて、本実施の形態における車両盗難防止装置１０及びセン
ター３０の充電開始時の処理動作を示すフローチャートである。なお、図４に示すフロー
チャートは、所定時間毎にスタートする。また、図５に示すフローチャートは、車両盗難
防止装置１０から送信された位置情報を受信したときにスタートする。
【００５３】
　図４のステップＳ３０では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、コンセン
ト入か否かを判定する。つまり、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電ケ
ーブル４０のプラグが差込口に挿入されているか否かを判定する。換言すると、車両盗難
防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を行なう充電装置２０と車
両（差込口）とが充電ケーブル４０にて接続されているか否かを判定する（接続判定手段
）。そして、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電ケーブル４０のプラグ
が差込口に挿入されていると判定した場合はコンセント入とみなしてステップＳ３１へ進
み、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されてないと判定した場合はコンセント入
ではないとみなして処理を終了する。
【００５４】
　図４のステップＳ３１では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、自車両が
盗難車であるか否かを判定するために、盗難車情報を確認する。つまり、車両盗難防止装
置１０のバッテリ制御部１３は、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されているか
否かを確認する。
【００５５】
　そして、図４のステップＳ３２では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、
不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されていると判定した場合は自車両が盗難車で
あるとみなしてステップＳ３７へ進み、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されて
ないと判定した場合は自車両が盗難車でないとみなしてステップＳ３３へ進む。
【００５６】
　まず、図４のステップＳ３２の判定にて、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶さ
れておらず自車両が盗難車でないとみなした場合に実行される処理である、図４のステッ
プＳ３３では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を
許可して充電を開始する。このとき、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、リ
レーを制御して充電経路を連結することによって、バッテリ１６への充電を許可する。よ
って、バッテリ１６は、充電装置２０から充電される。
【００５７】
　そして、図４のステップＳ３４では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、
コンセント抜か否かを判定する。つまり、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は
、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されているか否かを判定する。換言すると、
車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を行なう充電装置
２０と車両（差込口）とが充電ケーブル４０にて接続されているか否かを判定する（接続
判定手段）。そして、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電ケーブル４０
のプラグが差込口に挿入されていると判定した場合はコンセント抜ではないとみなしてス
テップＳ３５へ進み、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されてないと判定した場
合はコンセント抜であるとみなしてステップＳ３６へ進む。
【００５８】
　図４のステップＳ３５では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電完了
か否かを判定する。このとき、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ
１６の蓄電量を検出して、所定の蓄電量（例えば、バッテリ１６が蓄電できる最大量又は
、ユーザに指示された量）となったか否かによって、充電完了か否かを判定する。そして
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、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、所定の蓄電量であることを検出すると
充電完了と判定してステップＳ３６へ進み、所定の蓄電量に達してないことを検出すると
充電完了ではないと判定してステップＳ３４へ戻る。そして、図４のステップＳ３６では
、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電を終了する。
【００５９】
　一方、図４のステップＳ３２の判定にて、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶さ
れており自車両が盗難車であるとみなした場合に実行される処理である、図４のステップ
Ｓ３７では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を禁
止する。このとき、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、リレーを制御して充
電経路を遮断することによって、バッテリ１６への充電を禁止する。
【００６０】
　そして、図４のステップＳ３８では、車両盗難防止装置１０の通信装置１１は、ＧＰＳ
１５を用いて、自車両の現在位置を測位する。そして、図４のステップＳ３９では、車両
盗難防止装置１０の通信装置１１は、この位置情報を車両番号と共にセンター３０に送信
する（送信手段）。なお、このときの位置情報は、充電装置２０が設けられている充電場
所の位置を示すものである。
【００６１】
　また、図５のステップＳ４０では、センター３０の情報管理装置３３は、ユーザから位
置情報を受信すると、ＤＢ（データベース）を更新する。つまり、センター３０の情報管
理装置３３は、盗難車情報ＤＢ３４に対して、既に登録してある車両の車両番号に対して
、受信した位置情報を登録することで、盗難車情報ＤＢ３４を更新する。
【００６２】
　このようにすることによって、バッテリ１６の充電を行おうとしているときの車両の現
在位置、つまり、充電場所をセンター３０に知らせることができるので好ましい。また、
上述のように、このような状況においては、バッテリ１６への充電が制限されているので
、この充電場所から車両を移動させることは難しい。従って、盗難された車両が探しやす
くなるので好ましい。
【００６３】
　このように、本実施の形態における車両盗難防止装置１０は、不揮発性記憶装置１４に
盗難車情報が記憶されているか否かを判定し、盗難車情報が記憶されていないと判定した
ときはバッテリ１６への充電を許可し、盗難車情報が記憶されていると判定したときはバ
ッテリ１６への充電を制限するものである。
【００６４】
　そして、車両に設けられる不揮発性記憶装置１４に盗難車情報を記憶することによって
、車両に設けられる車両盗難防止装置１０自身で盗難判定を行うことができる（車両単体
で盗難車かどうかを判別することができる）。つまり、車両に設けられるバッテリ制御部
１３は、不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されているか否かによって盗難判定を
行うことができる。そして、このバッテリ制御部１３が不揮発性記憶装置１４に盗難車情
報が記憶されていると判定したときはバッテリ１６への充電を制限することよって、充電
装置２０の形態によらず、つまり、ネットワークなどに接続されている（参加している）
充電装置２０などに限らず、バッテリ１６への充電を制限することができる。よって、車
両盗難を抑止することができる。つまり、盗難車両の継続的な使用を抑制することができ
る。
【００６５】
　さらに、本実施の形態における車両盗難防止装置１０は、車検切れの車両や、違反金未
払いのユーザが所有している車両の作動を制限させたい場合にも流用することができる。
【００６６】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に何
ら制限されることはなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変形が可能で
ある。
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【００６７】
　例えば、上述の実施の形態においては、車両盗難防止装置１０の不揮発性記憶装置１４
に盗難車情報が記憶されている場合は、バッテリ１６への充電を禁止する例を採用したが
、本発明はこれに限定されるものではない。車両盗難防止装置１０の不揮発性記憶装置１
４に盗難車情報が記憶されている場合は、所定の蓄電量（例えば、バッテリ１６が蓄電で
きる最大量又は、ユーザに指示された量）よりも少ない一定量までの充電は許可するよう
にしてもよい。換言すると、バッテリ１６への充電を抑制するようにしてもよい。
【００６８】
　つまり、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６の蓄電量を検出
して、所定の蓄電量（例えば、バッテリ１６が蓄電できる最大量又は、ユーザに指示され
た量）に対して一定量（例えば、２０％など）のみ充電を許可して、この一定量に達する
と充電完了と判定する。なお、所定の蓄電量に対して一定量（例えば、２０％など）のみ
充電を許可する場合、バッテリ制御部１３が検出した蓄電量に基づいて充電量を制御する
ことができる。また、所定の蓄電量に対して一定量とは、充電装置２０の周辺の所定範囲
外に車両を移動させることができる程度の充電量などを採用することができる。
【００６９】
　ただし、充電量の制御は、これに限定されるものではなく、例えば、充電を開始してか
らの経過時間などに基づいても制御することができる。つまり、所定の蓄電量に達するま
でに要する充電時間よりも短い時間で充電を完了させる。
【００７０】
　このようにする場合、上述の図４のステップＳ３７のかわりに、図６に示す処理を実行
する。図６に示す処理は、図４のステップＳ３２の判定にて、不揮発性記憶装置１４に盗
難車情報が記憶されている場合に実行される。
【００７１】
　図６のステップＳ５０では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ
１６への充電を許可して抑制充電を開始する。このとき、車両盗難防止装置１０のバッテ
リ制御部１３は、リレーを制御して充電経路を連結することによって、バッテリ１６への
充電を許可する。よって、バッテリ１６は、充電装置２０から充電される。しかしながら
、ここでは、所定の蓄電量に対する一定量のみ（例えば、２０％のみ）充電する。
【００７２】
　そして、図６のステップＳ５１では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、
コンセント抜か否かを判定する。つまり、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は
、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されているか否かを判定する。換言すると、
車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ１６への充電を行なう充電装置
２０と車両（差込口）とが充電ケーブル４０にて接続されているか否かを判定する（接続
判定手段）。そして、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電ケーブル４０
のプラグが差込口に挿入されていると判定した場合はコンセント抜ではないとみなしてス
テップＳ５２へ進み、充電ケーブル４０のプラグが差込口に挿入されてないと判定した場
合はコンセント抜であるとみなしてステップＳ５３へ進む。
【００７３】
　図６のステップＳ５２では、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、充電完了
か否かを判定する。このとき、車両盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、バッテリ
１６の蓄電量を検出して、所定の蓄電量に対する一定量（ここでは、２０％）となったか
否かによって、充電完了か否かを判定する。そして、車両盗難防止装置１０のバッテリ制
御部１３は、所定の蓄電量に対する一定量であることを検出すると充電完了と判定してス
テップＳ５３へ進み、所定の蓄電量に対する一定量に達してないことを検出すると充電完
了ではないと判定してステップＳ５１へ戻る。そして、図６のステップＳ５３では、車両
盗難防止装置１０のバッテリ制御部１３は、抑制充電を終了する。
【００７４】
　このように、バッテリ１６への充電を一定量のみ許可することによって、盗難された車
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両の継続的な使用を抑制しつつ、充電場所における充電装置２０の近辺から移動させるこ
とができる。よって、他の車両の邪魔になることを抑制することができる。
【００７５】
　また、上述のように、車両盗難防止装置１０がバッテリ１６への充電の制限（禁止又は
抑制）を行う例を採用したが、本発明はこれに限定されるものではない。充電装置２０が
バッテリ１６への充電の制限を行うようにしてもよい。この場合、車両盗難防止装置１０
は、充電ケーブル４０を介して充電装置２０（バッテリ１６への充電を行なう充電装置）
と接続され、車両盗難防止装置１０の不揮発性記憶装置１４に盗難車情報が記憶されてい
た場合、バッテリ１６への充電制限を要求する制限信号として盗難車情報（その他、充電
完了信号などであってもよい）を充電装置２０に送信する。このとき、車両盗難防止装置
１０は、例えば、ＰＬＣ（Power Line Communications）などを用いて、充電装置２０に
対して充電ケーブル４０を介して盗難車情報を送信する。この盗難車情報を受信した充電
装置２０の充電制御部２３は、図１の点線で示すように、コンセント部２１を制御するこ
とによって、バッテリ１６への充電を制限する。この充電装置２０におけるバッテリ１６
に対する充電の制限は、例えば、上述の車両盗難防止装置１０におけるものと同様に行う
ことができる。
【００７６】
　なお、このように、盗難車情報を充電装置２０に送信する場合、充電装置２０は、充電
場所に設けられた報知装置（図示省略）にて、現在充電中の車両が盗難車であることを充
電装置２０の周辺に対して報知するようにしてもよい。
【００７７】
　さらに、不揮発性記憶装置１４とバッテリ制御部１３とが正規の対応関係にあるか否か
を監視し（監視手段）、バッテリ制御部１３は、正規の対応関係にないと判定された場合
、バッテリ１６への充電を制限するようにしてもよい。このときのバッテリ１６への充電
を制限は、上述のように禁止及び抑制のいずれでも採用することができる。このようにす
ることによって、充電装置２０の周辺で車両が走行できなくなった場合に、この車両が故
障で走行できなくなったのではなく、盗難車であるためバッテリ１６が充電されずに走行
できなくなったことがわかるので好ましい。
【００７８】
　例えば、不揮発性記憶装置１４とバッテリ制御部１３とは、お互いのＩＤを記憶してお
く。そして、不揮発性記憶装置１４は、自身が予め記憶しているバッテリ制御部１３のＩ
Ｄと、バッテリ制御部１３から取得したＩＤとを比較する。そして、これらのＩＤが所定
の対応関係（一致など）を満たす場合は不揮発性記憶装置１４とバッテリ制御部１３とは
正規の対応関係にあると判定し、所定の対応関係（一致など）を満たさない場合は不揮発
性記憶装置１４とバッテリ制御部１３とは正規の対応関係にないと判定する。そして、不
揮発性記憶装置１４は、この比較結果をバッテリ制御部１３に出力する。バッテリ制御部
１３は、不揮発性記憶装置１４から出力された比較結果に基づいて、正規の対応関係にあ
ることを示す結果である場合はバッテリ１６への充電を許可し、正規の対応関係にないこ
とを示す結果である場合はバッテリ１６への充電を制限する。
【００７９】
　さらに、バッテリ制御部１３とは、自身が予め記憶している不揮発性記憶装置１４のＩ
Ｄと、不揮発性記憶装置１４から取得したＩＤとを比較する。そして、これらのＩＤが所
定の対応関係（一致など）を満たす場合は不揮発性記憶装置１４とバッテリ制御部１３と
は正規の対応関係にあると判定し、所定の対応関係（一致など）を満たさない場合は不揮
発性記憶装置１４とバッテリ制御部１３とは正規の対応関係にないと判定する。そして、
バッテリ制御部１３は、この比較結果に基づいて、正規の対応関係にあると判定した場合
はバッテリ１６への充電を許可し、正規の対応関係にないと判定した場合はバッテリ１６
への充電を制限する。
【００８０】
　このようにすることによって、不揮発性記憶装置１４やバッテリ制御部１３が不正に付
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【００８１】
　なお、バッテリ制御部１３のみが、自身が予め記憶している不揮発性記憶装置１４のＩ
Ｄと、不揮発性記憶装置１４から取得したＩＤとを比較して、この比較結果に基づいて、
バッテリ１６への充電を制御（制限又は許可）するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　車両盗難防止装置、１１　通信装置（車両側）、１２　アンテナ（車両側）、１
３　バッテリ制御部、１４　不揮発性記憶装置、１５　ＧＰＳ、１６　バッテリ、２０　
充電装置、２１　コンセント部、２２　電源、２３　充電制御部、３０　センター、３１
　通信装置（センター側）、３２　アンテナ（センター側）、３３　情報管理装置、３４
　盗難車情報データベース（盗難車情報ＤＢ）、４０　充電ケーブル

【図１】 【図２】
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